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	A. 会計・税務


支店の付加価値税（VAT）申告についての案内

2014年04月10日、税務総局は各支店がVATを本社所在地の税務署へ申告することについて案内するオフィシャルレター第1155/TCT-KK 号を発行した。

· 本社拠点がハノイ市にある企業は、他の各省·市にある支店を開設し、法律規定に基づき13桁の税コードを発給される対象に属する支店に対して、当該支店が直接に管理する税務機関へVAT申告書類を提出しなければならない。VAT確定方法は2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC号の第12条及び第13条の案内に従う。
· 支店が商品を直接販売しない、及び売上が発生しない場合、企業の支店はVAT申告を本社拠点に集合し、本社所在地の税務署へ申告する。各支店が支店の活動実際に基づいて企業登録機関に事業登録及び税務登録に関する修正・補足申請を行う。
投資優遇プロジェクトに対する法人税優遇措置についての案内

2014年04月03日、税務総局は投資優遇プロジェックトに対する法人税優遇措置について案内するオフィシャルレター第1099/TCT-CS号を発行した。

· 税務優遇措置の享受できるプロジェックトを実施する企業は、投資優遇証明書を発給された後、投資優遇証明書の合法的な写しを投資優遇証明書の発給日より10営業日以内に税務管轄機関に提出しなければならない。
· 投資優遇証明書に記載される税務優遇措置を基にして、税務機関は企業の免減税額を確定する。
収入源を2つ以上持つ者に対する所得税（PIT）申告についての案内

2014年03月28日、ホーチミン市税務局は2つの収入源を持つ外国人労働者に対するPIT申告について案内するオフィシャルレター第2047/CT-TTHT号を発行した。

· 外国人労働者は課税年度中、ベトナム居住者であり、ベトナム現地法人及び日本の親会社から給与を受けるが、親会社からの給料がベトナム現地法人負担である場合、ベトナム現地法人はベトナム現地法人及び親会社からの該当給与のすべてに対する労働者のPIT控除・申告・納税を書式第02/KK-TNCN号に従って行う責任がある。
· 日本の親会社から支給される賞与（ベトナム現法人が負担·支給しない）に対して、外国人労働者は直接に税務機関に書式第07/KK-TNCN号に従ってPIT申告・納税を実施する。
· ベトナム現地法人は年末に、個人所得税の源泉徴収票を外国人労働者に発行する。外国人労働者は年中に受領した所得をまとめて、書式09/KK-TNCN号に従って確定申告を税務機関に行ない。
インボイス上の住所変更印鑑は赤インクを利用してはならない
2014年03月06日、税務総局はインボイス上の旧住所を赤インクで訂正する事について案内するオフィシャルレター第676/TCT-CS号を発行した。

· 会社は住所を変更するが、旧住所を記載するインボイスを使いし切れない場合、新住所のある印鑑をインボイスに押して、同時に、上記の使いし切れないインボイス明細書及びインボイス情報を修正する旨の通知書を新住所地を管轄する税務機関に提出しなければならない。
· 会社はインボイス上の旧住所を削除して、新住所印鑑を赤インクで捺印してしまったが、ンボイス情報を修正する旨の通知書を提出した及び税務申告・納税を十分に実施した場合、当該の発行済みインボイスが認められる。
輸出入商品に対する納税延長手続き

2014年04月08日、税関総局は輸出入商品に対する納税延長手続き・滞納金・罰金について案内する決定第1100/QD-TCHQ号を発行した。

税関総局及び税関支局における納税延長手続きは5ステップがあり、税関局の場合は6ステップがある。その中で、税務局における納税延長手続に対する申請書類の審査・処理ステップは以下の留意点がある。

· 申請書類が不備であり、或いは納税延長対象と見なされない場合、納税者に申請書類を返付する旨の文書の草案及び書式により提案書を作成する。
· 申告書類が十分に揃って、及び納税延長対象である場合、納税期限を延長させる旨の文書の草案及び提案書を作成する。
· 生産サイクル又は材料貯庫期間が275 日を超えるかどうかを審査する必要がある場合、実地検査を指定する。
· 納税延長対象の条件を満す場合に対しては申請書類を十分に受理した後、１０日以内に処理しなければならない。
本決定は2008年11月27日付の決定第2423/QD-TCHQ号を代わり、2014年04月23日から発効する。

	B. 投資・その他


ベトナムにおける間接投資はベトナムドン建てで行われなければならない

2014年03月12日、中央銀行はベトナムにおける海外間接投資活動を実施するために、間接投資用資本口座の開設・使用について案内する通達第05/2014/TT-NHNN号を発行した。

本通達によりますと、ベトナムにおける外国投資家の間接投資活動のすべては、ベトナムドンで行われなければならず、当該間接投資活動からの合法的の資本・利益・所得を海外へ送金する場合、外国投資家は間接投資用資本口座のベトナムドン建て金額を使って認可された金融機関の外貨を購入することができる。

同時に、ベトナムにおける外国投資家の間接投資活動に関連する取引は認可銀行で開設した間接投資用資本口座を介し、行なわなければならない。投資家は認可銀行で開設した間接投資用資本口座を開設·使用しているが、他の認可銀行で間接投資用口座を開設する希望がある場合、既存の間接投資用口座を閉鎖して、既存口座の残高の全てを新口座へ移し替えなければならない。

本通達は2004年05月25日付の通達第03/2004/TT-NHNN号を代わり、2014年04月28日から発効する。
ベトナム法令ニュース














	Unistars Auditing Co., Ltd 
	
	Office:       
	Room 9.9,  9th Floor, A4 Building,Thang Long International Village, Tran Dang Ninh St., Cau Giay Dist., Hanoi

2014Apr_No.02

	Tel:         04 - 3793 - 2296
Email:     info@unistars.vn
Website: http://www.unistars.vn
	
	
	


	Unistars Auditing Co., Ltd 
	
	Office:       
	Room 9.9,  9th Floor, A4 Building,Thang Long International Village, Tran Dang Ninh St., Cau Giay Dist., Hanoi

2014Apr_No.02

	Tel:         04 - 3793 - 2296
Email:     info@unistars.vn
Website: http://www.unistars.vn
	
	
	


	VBP Hanoi Office 
	Room 804, Thanh Dong Building, 132 Kim Ma St., Ba Dinh Dist., Hanoi

	Atnavi Hanoi Office
	Room 301&302, Thanh Dong Building, 132 Kim Ma St., Ba Dinh Dist., Hanoi

	Unistars Hanoi Office
	Room 9.9, A4 Building, Thang Long International Village, Cau Giay Dist., Hanoi

	Ho Chi Minh Office
	35-37 Street 65, Tan Phong Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh

	Tokyo Office
	Tokyo, Minatoku, Akasaka 2-20-5 Akasaka VISIX Bldg 5F,  Post code: 107-0052　


[image: image3.jpg][image: image4.png][image: image5.jpg]

